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１．事業概要

（１）事業の現況

①施設

②使用料

②使用料

基本使用料 加算使用料

2,196円
1人から5人まで世帯1人当たり･･･658円

6人以上1人増すごとに･･･329円

一般家庭用使用料体系の
概要・考え方

（1か月分/税抜）

業務用使用料体系の
概要・考え方

（1か月分/税抜）

その他の使用料体系の
概要・考え方

検針・請求は2か月に一度行い、請求額は10円未満切捨て。

基本使用料 加算使用料

3,294円

*2

令和 11

「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の
一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合
を伴わない。）を指す。

～

大垣市特定環境保全公共下水道事業経営戦略

平成30年度

平成29年度

平成28年度

4,500円

4,500円

4,500円 3,350円

3,479円

3,432円

処理区数

令和

処理区域内人口密度
(平成31年3月31日現在)

29.1人/ha

*1

平成30年度

平成29年度

元 年 9

流域下水道等への接続の
有無

平成 29

水道使用量1㎥あたり109円

団 体 名 ：

平成28年度

条例上の使用料*2
（２０㎥あたり・税込）
※過去３年度分を記載

実質的な使用料*3
（２０㎥あたり・税込）
※過去３年度分を記載

条例上の使用料とは、一般家庭における20㎥あたりの使用料をいう。

実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。*3

大垣市

事 業 名 ：

改 定 日 ：

計 画 期 間 ：

大垣市特定環境保全公共下水道事業

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

無

無

処理場数

２（北部処理区・中部処理区）

２（上石津北部浄化センター・上石津中部浄化センター）

供用開始年度
(供用開始後年数)

平成12年度
(19年経過)

法適（全部適用・一部適用）
非適の区分

地方公営企業法全部適用
（令和2年4月1日より）

年度

月

策 定 日 ： 平成 29 年 3 月

年度
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③組織

＜組織体制＞

＜職員数・年齢構成等＞ （単位：人）

（２）民間活力の活用等

（３）経営比較分析表を活用した現状分析　：　 別　紙　の　と　お　り

２．将来の事業環境

（１）処理区域内人口・世帯数及び水洗化人口・世帯数の予測

3

① 推計にあたっての基本方針
　・行政区域内人口について、大垣市人口ビジョンに示される目標数値を基本に、より厳しく見積もった数値（「国立社会保障・人口問題研究所」に
　　よる大垣市の人口推計（H30.3月）及び岐阜県の世帯数推計（H31.4月）をもとに、直近の実績を加味した独自の推計値）を用いました。
② 推計結果
　・令和11年度末時点で市全体の人口を155,684人（平成30年度末比 △5,624人、△3.5％）と見込みました。なお、近年の実績を鑑み、上石津地域は
　　大垣・墨俣地域と比較してより急速に人口減少していくものとし、令和11年度末時点で4,390人（平成30年度末比 △1,058人、△19.4％）と見込
　　みました。
　・令和11年度末時点で市全体の世帯数を65,827戸（平成30年度末比 △378戸、△0.6％）と見込みました。なお、上石津地域は、令和11年度末時点
　　で1,654戸（平成30年度末比 △339戸、△17.0％）と見込みました。
　・上石津地域は、普及率がほぼ100％であるため、上記の行政区域内人口・世帯数＝処理区域内人口・世帯数とし、この見込みをもとに水洗化人口・
　　世帯数を算出しています。
　・結果、北部・中部処理区の、令和11年度末の水洗化人口は2,865人（平成30年度末比 △705人、△19.7％）、水洗化世帯数は855戸（平成30年度末
　　比 △211戸、△19.8％）と見込みました。

下水道課

1

4 18

22

*4

*5

　ただし、最新のものとして、地方公営企業法適用前の平成29年度決算分となります。

ア エネルギー利用*4（下水熱・下水汚泥・発電等）

イ 土地・施設等利用*5（未利用土地・施設の活用等）

無

無

32

10

12

「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。

「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

31～40歳

　～30歳 1

合　計

4

5

1

11合計 19

11

8

62

資産活用の状況

41～50歳

61歳～　

51～60歳

民間活用の状況

ア 民間委託（包括的民間委託を含む）

イ 指定管理者制度

ウ PPP・PFI

　料金関係業務全般を、水道事業に委託し、スケールメリットを生か
した経費節減を図っていますが、受託先の水道事業においては、窓口
・検針・開閉栓・徴収・滞納整理業務等を民間に委託し、人件費の削
減を図るとともに、民間のノウハウを活用しています。

無

無

5

2

浄化センター

1

4

3

2

7

区分 水道課

水道部

浄化センター

水道課  経理、料金、配水設備、施設整備、維持改良

下水道課  計画、管路整備、施設整備、維持管理、排水設備、普及

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

4,000

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

水洗化世帯数（左軸／戸） 水洗化人口（右軸／人） 
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（２）有収水量の予測

（３）使用料収入の見通し

（４）施設の見通し

（５）組織の見通し

（６）元利償還金、基準外繰入金の見通し

 ・（１）で求めた水洗化人口・世帯数に、処理区ごとの平成30年度一人当たり年間有収水量を乗じて、年間総有収水量を推計しました。
 ・結果、令和11年度の年間総有収水量を335,546㎥（平成30年度比 △82,624㎥、△19.8％）と見込みました。

 ・本事業の料金体系は人頭制のため、（１）で求めた水洗化人口・世帯数をもとに使用料収入の見通しを立てています。
 ・結果、令和11年度の使用料収入は、54,170千円（税抜き、平成30年度比 △13,095千円、△19.5％）となりました。
 ・平成28年度に実施した使用料改定（平均改定率9.8％）以後は、上石津地域の人口減少の影響で使用料収入は徐々に減少していき、10年間で2割程度
 　減少することが予想されます。

 ・北部浄化センターは平成12年5月に、中部浄化センターは平成17年4月に供用を開始しており、施設が比較的新しいため現時点で大きな改良の必要
 　はありませんが、一部、耐用年数の短い機械・電気設備の更新等が必要であり、それらを令和4年度以降に実施する予定です。

 ・組織については、水道部所管事業のうち水道事業以外の5事業が、令和2年4月に地方公営企業法を全部適用し法適用企業となるため、それに対応し
　 た組織改編を実施予定です。
 ・現在その内容を検討中であり、詳細については、本経営戦略の次回の事後検証の際に、ここに記載させていただきますが、いずれにしても、適正
 　な人員配置に努めてまいります。

 ・過去の企業債の借入に伴う元利償還金は、令和5年度まで144,000千円前後で推移しますが、供用開始後は借入をしていないため、令和6年度以
 　降は徐々に減少し、計画期間終期の令和11年度には91,938千円となります。
 ・本事業は、従前より使用料収入で維持管理費を賄えていない状況であるうえ、人口減少による使用料収入の減少もあるため、基準外繰入金は今
 　後増加していくことが見込まれます。
 ・なおかつ、法適用後の令和2年度以降は、分流式下水道等に要する経費の算定方法が法適用に伴い変更され、資本費が元金ベースから減価償却費
 　ベースになることにより基準内繰入金が減少し、結果、基準外繰入金が増加します。
 ・ただ、元利償還金の減少に伴い、基準外繰入金も令和8年度以降は減少傾向となり、計画期間終期の令和11年度には6千万円前後となる見込みです。

0
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３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①収支計画のうち投資についての説明

目標

 　施設が比較的新しいため現時点で大きな改良の必要はありませんが、一部、耐用年数の短い機械・電気設備
 の更新等が必要であり、それらを令和4年度以降に実施する予定です。なお、実施に当たっては、下水道ストッ
 クマネジメント計画に基づき、下水道施設のライフサイクルコストの低減や、予防保全型施設管理の導入によ
 る安全の確保等、戦略的な維持、修繕及び改築を実施していきます。

 　大垣市特定環境保全公共下水道事業は、下水道サービスを持続的・安定的に提供していくために、平成29年度に策定、令和4年度に改定予定の下水
 道ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設のライフサイクルコストの低減や、予防保全型施設管理の導入による安全の確保等、戦略的な維
 持、修繕及び改築を実施していきます。また、これらの実施に当たっては、国庫補助金を確保することにより基準外繰入金の削減に努めます。
 　ただし、本事業は、従前より多額の基準外繰入金に依存している状況であるうえ、上石津地域の急激な人口減少による使用料収入の減少により、
 その規模は今後ますます大きくなることが確実であるため、基準外繰入金削減のための使用料改定を実施します。

【北部処理区】

 　北部処理区は平成12年5月に供用を開始しており、施設が比較的新しいため現時点で大きな改良の必要はありませんが、一部、耐用年数の短い機械・

 電気設備の更新等が必要であり、それらを令和4年度以降に実施する予定です。

（単位：千円／税込み）

区　分 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 合　計

処理場施設更新 24,100 27,700 24,120 46,500 55,900 45,150 30,250 29,550 283,270

マンホールポンプ更新　 17,546 18,412 20,598 12,000 12,000 4,500 12,074 7,030 104,160

合　計 0 0 41,646 46,112 44,718 58,500 67,900 49,650 42,324 36,580 387,430

【中部処理区】

 　中部処理区は平成17年4月に供用を開始しており、施設が比較的新しいため現時点で大きな改良の必要はありませんが、一部、耐用年数の短い機械・

 電気設備の更新等が必要であり、それらを令和4年度以降に実施する予定です。

（単位：千円／税込み）

区　分 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 合　計

処理場施設更新 5,100 5,500 9,600 9,700 18,000 8,000 16,000 8,700 80,600

マンホールポンプ更新　 2,500 1,500 8,200 8,100 15,660 7,500 1,500 44,960

合　計 0 0 7,600 7,000 9,600 17,900 26,100 23,660 23,500 10,200 125,560
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②収支計画のうち財源についての説明

【料金について】
 
 ・令和2年4月、令和5年4月、令和8年4月の計3回、それぞれ＋3.0％（合計で9.3％）の使用料改定を実施することを基本方針とします。
 ・これは、本事業が、従前より多額の基準外繰入金に依存している状況であるうえ、上石津地域の急激な人口減少による使用料収入の減少により、
 　その規模は今後ますます大きくなることが確実であるため、使用料改定により、少しでも基準外繰入金の削減を図る必要があるためです。

【国庫補助金について】
 ・令和4年度以降の更新事業の実施に当たっては、国土交通省の下水道ストックマネジメント計画に基づく「社会資本整備総合交付金事業」 に
 　よる国庫補助金を、事業費の1/2程度見込んでいます。

【企業債について】
 ・令和4年度以降の更新事業の実施に当たっては、企業債発行額を最小限に抑制することにより、企業債残高の更なる削減を目指します。
 ・計画期間中に、合計230,500千円の借入をしますが、同期間中に1,476,237千円の償還をするため、計画終期（令和11年度）の企業債残高は
 　380,299千円となり、これは、平成28年度末残高（1,626,036千円）に対し、1,245,737千円、76.6％の減となります。

【基準外繰入金について】
 ・下水道ストックマネジメント計画に基づく国庫補助金の確保と、企業債発行額の抑制の効果により、使用料改定を実施しなかったとしても、令和
 　10年度頃には元利償還金の減少とともに基準外繰入金も減少し、計画期間終期の令和11年度には61,783千円になります。
 ・ただし、依然として基準外繰入金に依存している状況に変わりはないため、使用料改定により、少しでもその規模の縮小を図る必要があります。
 　使用料改定を実施した場合、令和11年度の基準外繰入金は56,295千円となり、使用料改定を実施しなかった場合と比べ、△5,488千円、△8.8
 　％縮小できます。

目標

 　令和4年度以降の更新事業の実施に当たっては、国庫補助金を確保することにより基準外繰入金の削減に努め
 ます。
 　ただし、本事業は、従前より多額の基準外繰入金に依存している状況であるうえ、上石津地域の急激な人口
 減少による使用料収入の減少により、その規模は今後ますます大きくなることが確実であるため、使用料改定
 により、少しでも基準外繰入金の削減を図る必要があります。
 　よって、令和2年4月、令和5年4月、令和8年4月の計3回、それぞれ＋3.0％（合計で9.3％）の使用料改定を実
 施することを基本方針とします。

50,000

52,000

54,000

56,000

58,000

60,000

62,000

64,000

66,000

68,000

70,000

H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

使用料改定なし（千円） 使用料改定あり（千円） 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

使用料改定なし（千円） 使用料改定あり（千円） 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

企業債残高（左軸／千円） 企業債発行額（右軸／千円） 企業債償還額（右軸／千円） 

7



③収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

②今後の財源についての考え方・検討状況

③投資以外の経費についての考え方・検討状況

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

資産活用による収入増加
の取組について

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

　料金関係業務以外の分野において、民間の資金・ノウハウ等の活用予定はありません。

【委託料について】
 ・毎年業務量の変化しない委託業務については、令和元年度見込みと同水準で推移するものとしています。
 ・都度対応していくもの（下水管清掃等）、毎年変動するもの（汚泥の処分等）についても、計上額が比較的小額であることから、原則、令和元年
 　度見込みと同水準で推移するものとしています。

【修繕費について】
  ・①に掲げる更新計画をもとに、必要な更新と維持補修を適切に組み合わせ資産管理していくことを念頭に計画期間中の修繕計画を作成し、これを
 　もとに経費計上しています。

【動力費について】
 ・２（２）で推計した年間総有収水量に、平成30年度実績単価を乗じて計上しています。
　（本事業の料金体系は人頭制のため、年間総有収水量＝年間総処理水量となります。）

【人件費について】
 ・職員1名分について、直近実績ベースで推移するものとして計上しています。

使用料の見直しに関する事項

その他の取組
　今回の経営戦略計画期間後の令和12年度以降も、随時、施設の更新等を予定していますが、その際にも、次
期経営戦略の策定を通して、中長期的な視野に基づく計画的な経営に取り組み、戦略的な維持、修繕及び改築
を行っていくことが必要です。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、
指定管理者制度、PPP/PFIなど）

　料金関係業務以外の分野において、民間の資金・ノウハウ等の活用予定はありません。

広域化・共同化・最適化に
関する事項

　総務省等通知にもとづき、持続可能な下水道運営に向け、令和4年度末までに「広域化・共同化計画」を策定
する予定であり、現在、内容を検討中です。

投資の平準化に関する事項
　令和4年度に改定する次期ストックマネジメント計画においては、法適化で整備する固定資産台帳の情報を活
用し、将来における下水道施設全体の更新需要を掴むとともに、さらに踏み込んだ対象施設の更新基準の見直
しや、重要度・優先度を踏まえた更新投資の平準化を図る予定です。

その他の取組

委託費に関する事項

その他の取組

その他の取組
　今後はＰＤＣＡサイクルにより上記の取組みに対する進捗状況を確認し、計画との乖離が著しい場合には
その原因調査と対策を図ります。また、数年ごとに行われる公営企業等審議会を通じて使用料水準や投資・
財政計画の妥当性を評価し、経営戦略の充実を図ります。

職員給与費に関する事項
　水道部所管事業のうち水道事業以外の5事業が、令和2年4月に地方公営企業法を全部適用し法適用企業とな
るため、それに対応した組織改編を実施予定です。現在その内容を検討中であり、詳細については、本経営戦
略の次回の事後検証の際に反映させる予定ですが、いずれにしても、適正な人員配置に努めてまいります。

動力費に関する事項

薬品費に関する事項

修繕費に関する事項

（単位：千円／税抜き）

区　分 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 合　計

北部処理区修繕費 6,000 10,136 8,091 8,682 8,455 10,591 12,091 10,318 10,682 9,682 94,728

中部処理区修繕費 10,269 6,591 8,318 5,409 6,364 2,955 3,273 3,500 4,182 5,045 55,906

その他修繕費 55 55 55 55 54 54 55 55 55 55 548

合　計 16,324 16,782 16,464 14,146 14,873 13,600 15,419 13,873 14,919 14,782 151,182
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0.
10

0.
20

0.
30

0.
40

0.
50

0.
60

0.
70

0.
80

0.
90

1.
00

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

当
該

値
 

平
均

値
 

0.
00

0.
10

0.
20

0.
30

0.
40

0.
50

0.
60

0.
70

0.
80

0.
90

1.
00

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

当
該

値
 

平
均

値
 

0.
00

20
0.
0
0

40
0.
0
0

60
0.
0
0

80
0.
00

1,
00
0
.0
0

1,
20
0.
00

1,
40
0
.0
0

1,
60
0.
00

1,
80
0
.0
0

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

当
該

値
 

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

41
.3
5

平
均

値
 

1,
55
4
.0
5

1,
67
1
.8
6

1,
43
4
.8
9

1,
29
8
.9
1

1,
24
3
.7
1

0.
00

10
.0
0

20
.0
0

30
.0
0

40
.0
0

50
.0
0

60
.0
0

70
.0
0

80
.0
0

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

当
該

値
 

65
.8
5

66
.2
3

68
.1
5

72
.2
9

75
.2
8

平
均

値
 

53
.0
1

50
.5
4

66
.2
2

69
.8
7

74
.3
0

0.
00

50
.0
0

10
0.
0
0

15
0.
0
0

20
0.
0
0

25
0.
0
0

30
0.
0
0

35
0.
0
0

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

当
該
値
 

22
2.
9
1

23
3.
5
1

22
6.
0
4

23
0.
2
5

22
7.
9
3

平
均
値
 

29
9.
3
9

32
0.
3
6

24
6.
7
2

23
4.
9
6

22
1.
8
1

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

50
.0
0

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

当
該

値
 

43
.6
2

42
.9
3

43
.0
0

42
.8
6

42
.2
8

平
均

値
 

36
.2
0

34
.7
4

41
.3
5

42
.9
0

43
.3
6

0.
00

10
.0
0

20
.0
0

30
.0
0

40
.0
0

50
.0
0

60
.0
0

70
.0
0

80
.0
0

90
.0
0

10
0.
0
0

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

当
該

値
 

76
.1
0

78
.1
4

87
.2
4

87
.4
5

87
.0
4

平
均

値
 

71
.0
7

70
.1
4

82
.9
0

83
.5
0

83
.0
6

②
累
積

欠
損
金
比

率
(％

)
 

③
流
動
比
率

(
％

) 
④

企
業

債
残

高
対

事
業

規
模

比
率

(
％

) 

⑤
経
費
回
収
率

(％
) 

⑥
汚
水
処
理
原
価
(
円

) 
⑦
施
設
利
用
率

(％
) 

⑧
水
洗
化
率
(％

) 

①
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率
(
％

)
 

②
管
渠
老
朽
化
率

(
％

)
 

③
管

渠
改

善
率

(％
)
 

  
  

  
【
1
,2
25
.4
4】

 

【
8
2.
67
】
 

【
4
2.
66
】

 
【

2
15
.2
3】

 
【
7
5.
58
】
 

  
  

【
0
.1
0】

 

該
当

数
値

な
し

 
該

当
数

値
な

し
 

該
当

数
値

な
し
 

該
当

数
値

な
し

 

9



 



別
紙

２
　

様
式

第
2
号

（
法

非
適

用
企

業
）

投
資

・財
政

計
画

（収
支

計
画

）
（単

位
：千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
元

区
分

（
決

算
）

（
決

算
）

（
決

算
）

（
決

算
）

決
算

見
込

1
(A

)
24

7,
38

9
24

6,
84

4
24

1,
89

9
25

5,
38

1
25

3,
59

3

（１
）

(B
)

67
,1

19
71

,9
75

73
,2

44
72

,7
70

71
,9

85

ア
67

,0
81

71
,9

36
73

,2
08

72
,7

37
71

,9
49

イ
(C

)

ウ
3
8

39
36

33
36

（２
）

18
0,

27
0

17
4,

86
9

16
8,

65
5

18
2,

61
1

18
1,

60
8

ア
18

0,
26

9
17

4,
77

3
16

8,
64

9
18

2,
60

6
18

1,
60

5

イ
1

96
6

5
3

２
(D

)
14

0,
80

8
13

8,
50

3
13

2,
64

9
14

1,
31

8
13

7,
46

4

（１
）

99
,1

26
98

,1
69

94
,1

59
10

5,
07

1
10

3,
88

8

ア
4,

50
1

5,
15

6
5,

28
7

4,
27

9
6,

66
0

イ
94

,6
25

93
,0

13
88

,8
72

10
0,

79
2

97
,2

28

（２
）

41
,6

82
40

,3
34

38
,4

90
36

,2
47

33
,5

76

ア
37

,1
32

34
,8

73
32

,5
64

30
,2

01
27

,7
85

イ
4,

55
0

5,
46

1
5,

92
6

6,
04

6
5,

79
1

３
(E

)
10

6,
58

1
10

8,
34

1
10

9,
25

0
11

4,
06

3
11

6,
12

9

1
(F

)
1,

42
7

1,
62

2
2,

85
0

30
0

65
2

（１
）

（２
）

10
0

40
0

30
0

30
2

（３
）

（４
）

（５
）

（６
）

1,
42

7
1,

05
0

2,
45

0
35

0

（７
）

47
2

２
(G

)
10

8,
00

8
10

9,
96

3
11

2,
10

0
11

4,
36

3
11

6,
78

1

（１
）

87
6

57
2

40
0

30
0

30
2

（２
）

(H
)

10
7,

13
2

10
9,

39
1

11
1,

70
0

11
4,

06
3

11
6,

47
9

（３
）

（４
）

（５
）

３
(I
)

△
 1

06
,5

81
△

 1
08

,3
41

△
 1

09
,2

50
△

 1
14

,0
63

△
 1

16
,1

29

収 　 益 　 的 　 収 　 支

収 益 的 収 入

総
収

益

営
業

収
益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

収 益 的 支 出

総
費

用

営
業

費
用

職
員

給
与

費

う
ち

退
職

手
当

そ
の

他

営
業

外
費

用

支
払

利
息

う
ち

一
時

借
入

金
利

息

そ
の

他

収
支

差
引

(A
)-

(D
)

そ
の

他

営
業

外
収

益

他
会

計
繰

入
金

そ
の

他

資 　 本 　 的 　 収 　 支

資 本 的 収 入

資
本

的
収

入

地
方

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
補

助
金

他
会

計
借

入
金

固
定

資
産

売
却

代
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

工
事

負
担

金

収
支

差
引

(F
)-

(G
)

そ
の

他

資 本 的 支 出

資
本

的
支

出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

地
方

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
金

返
還

金

他
会

計
へ

の
繰

出
金

そ
の

他

11



別
紙

２
　

様
式

第
2
号

（
法

非
適

用
企

業
）

投
資

・財
政

計
画

（収
支

計
画

）
（単

位
：千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
元

区
分

（
決

算
）

（
決

算
）

（
決

算
）

（
決

算
）

決
算

見
込

(J
)

(K
)

(L
)

(M
)

(N
)

(O
)

(P
)

(Q
)

(Q
)

(B
)-

(C
)

(A
)

(D
)+

(H
)

(S
)

67
,1

19
71

,9
75

73
,2

44
72

,7
70

71
,9

85

（T
)

(U
)

(V
)

67
,1

19
71

,9
75

73
,2

44
72

,7
70

71
,9

85

(W
)

(X
)

1,
73

5,
42

7
1,

62
6,

03
6

1,
51

4,
33

6
1,

40
0,

27
3

1,
28

3,
79

4

○
他

会
計

繰
入

金
（単

位
：千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
H

2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
元

区
分

（
決

算
）

（
決

算
）

（
決

算
）

（
決

算
）

決
算

見
込

18
0,

26
9

17
4,

77
3

16
8,

64
9

18
2,

60
6

18
1,

60
5

14
8,

95
1

14
8,

38
4

14
7,

10
2

15
0,

63
4

14
9,

64
4

31
,3

18
26

,3
89

21
,5

47
31

,9
72

31
,9

61

10
0

40
0

30
0

30
2

10
0

40
0

30
0

30
2

18
0,

26
9

17
4,

87
3

16
9,

04
9

18
2,

90
6

18
1,

90
7

収
支

再
差

引
(E

)+
(I
)

積
立

金

前
年

度
か

ら
の

繰
越

金

前
年

度
繰

上
充

用
金

形
式

収
支

(J
)-

(K
)+

(L
)-

(M
)

翌
年

度
へ

繰
り

越
す

べ
き

財
源

実
質

収
支

黒
字

(N
)-

(O
)

赤
字

収
益

的
収

支
比

率
（

×
10

0
）

赤
字

比
率

（
×

10
0

）

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
6

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額
(R

)

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(B

)-
(C

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
率

((
R

)/
(S

)×
1
00

)

収
益

的
収

支
分

地
方

債
残

高

健
全

化
法

施
行

令
第

16
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額
健

全
化

法
施

行
規

則
第

６
条

に
規

定
す

る
解

消
可

能
資

金
不

足
額

健
全

化
法

施
行

令
第

17
条

に
よ

り
算

定
し

た
事

業
の

規
模

健
全

化
法

第
2
2
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
不

足
比

率
(（

T
）
/（

V
）×

10
0)

他
会

計
借

入
金

残
高

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計
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別
紙

２
　

様
式

第
2号

（法
適

用
企

業
・収

益
的

収
支

）
投

資
・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

（
単

位
：
千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

区
　

　
　

　
　

　
分

１
．

(A
)

6
4
,7

9
6

6
3
,8

5
0

6
2
,5

1
8

6
3
,0

6
7

6
2
,3

2
5

6
1
,3

1
7

6
1
,7

9
4

6
1
,1

9
0

6
0
,1

7
8

5
9
,1

8
6

(1
)

6
4
,7

6
0

6
3
,8

1
4

6
2
,4

8
2

6
3
,0

3
1

6
2
,2

8
9

6
1
,2

8
1

6
1
,7

5
8

6
1
,1

5
4

6
0
,1

4
2

5
9
,1

5
0

(2
)

(B
)

(3
)

3
6

3
6

3
6

3
6

3
6

3
6

3
6

3
6

3
6

3
6

２
．

1
9
3
,1

2
6

1
8
5
,3

6
2

1
8
8
,7

9
0

1
7
0
,9

2
9

1
6
9
,3

6
8

1
6
6
,3

5
1

1
6
8
,3

0
0

1
6
7
,9

6
2

1
7
0
,9

9
3

1
7
1
,8

2
4

(1
)

3
3
,7

6
2

3
0
,0

8
2

3
8
,5

2
3

3
4
,9

9
4

3
6
,4

5
3

3
7
,0

7
3

3
9
,3

8
8

3
7
,0

0
5

3
8
,7

2
9

3
8
,4

3
0

3
3
,7

6
2

3
0
,0

8
2

3
8
,5

2
3

3
4
,9

9
4

3
6
,4

5
3

3
7
,0

7
3

3
9
,3

8
8

3
7
,0

0
5

3
8
,7

2
9

3
8
,4

3
0

(2
)

6
0
,9

5
5

6
0
,1

0
5

5
8
,6

6
9

5
3
,1

3
5

5
3
,0

0
7

5
2
,1

1
3

5
3
,0

1
8

5
5
,1

3
3

5
6
,7

8
3

5
8
,2

1
1

(3
)

9
8
,4

0
9

9
5
,1

7
5

9
1
,5

9
8

8
2
,8

0
0

7
9
,9

0
8

7
7
,1

6
5

7
5
,8

9
4

7
5
,8

2
4

7
5
,4

8
1

7
5
,1

8
3

(C
)

2
5
7
,9

2
2

2
4
9
,2

1
2

2
5
1
,3

0
8

2
3
3
,9

9
6

2
3
1
,6

9
3

2
2
7
,6

6
8

2
3
0
,0

9
4

2
2
9
,1

5
2

2
3
1
,1

7
1

2
3
1
,0

1
0

１
．

2
2
4
,3

1
6

2
2
3
,0

3
8

2
2
0
,0

9
3

2
0
5
,6

7
9

2
0
5
,6

2
3

2
0
2
,8

5
1

2
0
6
,2

6
4

2
0
8
,4

0
2

2
1
2
,1

6
8

2
1
4
,3

5
0

(1
)

7
,0

3
2

7
,0

3
2

7
,0

3
2

7
,0

3
2

7
,0

3
2

7
,0

3
2

7
,0

3
2

7
,0

3
2

7
,0

3
2

7
,0

3
2

3
,3

0
0

3
,3

0
0

3
,3

0
0

3
,3

0
0

3
,3

0
0

3
,3

0
0

3
,3

0
0

3
,3

0
0

3
,3

0
0

3
,3

0
0

3
,7

3
2

3
,7

3
2

3
,7

3
2

3
,7

3
2

3
,7

3
2

3
,7

3
2

3
,7

3
2

3
,7

3
2

3
,7

3
2

3
,7

3
2

(2
)

8
8
,9

2
8

8
9
,2

0
7

8
8
,6

8
9

8
6
,1

9
1

8
6
,7

5
3

8
5
,2

8
8

8
6
,9

3
3

8
5
,2

2
6

8
6
,1

0
9

8
5
,8

0
1

8
,9

1
3

8
,7

6
7

8
,5

8
9

8
,4

3
2

8
,2

7
7

8
,1

0
9

7
,9

5
7

7
,8

0
6

7
,6

6
5

7
,5

1
7

1
6
,3

2
4

1
6
,7

8
2

1
6
,4

6
4

1
4
,1

4
6

1
4
,8

7
3

1
3
,6

0
0

1
5
,4

1
9

1
3
,8

7
3

1
4
,9

1
9

1
4
,7

8
2

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

4
0

6
3
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１．事業概要

（１）事業の現況

①施設

②使用料

②使用料

大垣市

事 業 名 ：

改 定 日 ：

計 画 期 間 ：

大垣市農業集落排水道事業

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

無

無

処理場数

２（西山処理区・南部処理区）

２（上石津西山浄化センター・上石津南部浄化センター）

供用開始年度
(供用開始後年数)

平成9年度
(22年経過)

法適（全部適用・一部適用）
非適の区分

地方公営企業法全部適用
（令和2年4月1日より）

年度

月

策 定 日 ： 平成 29 年 3 月

年度

団 体 名 ：

平成28年度

条例上の使用料*2
（２０㎥あたり・税込）
※過去３年度分を記載

実質的な使用料*3
（２０㎥あたり・税込）
※過去３年度分を記載

条例上の使用料とは、一般家庭における20㎥あたりの使用料をいう。

実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。*3

大垣市農業集落排水道事業経営戦略

平成30年度

平成29年度

平成28年度

4,500円

4,500円

4,500円 4,234円

4,443円

4,297円

処理区数

令和

処理区域内人口密度
(平成31年3月31日現在)

17.3人/ha

*1

平成30年度

平成29年度

元 年 9

流域下水道等への接続の
有無

平成 29

水道使用量1㎥あたり109円

令和 11

「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の
一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合
を伴わない。）を指す。

～

*2

基本使用料 加算使用料

2,196円
1人から5人まで世帯1人当たり･･･658円

6人以上1人増すごとに･･･329円

一般家庭用使用料体系の
概要・考え方

（1か月分/税抜）

業務用使用料体系の
概要・考え方

（1か月分/税抜）

その他の使用料体系の
概要・考え方

検針・請求は2か月に一度行い、請求額は10円未満切捨て。

基本使用料 加算使用料

3,294円
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③組織

＜組織体制＞

＜職員数・年齢構成等＞ （単位：人）

（２）民間活力の活用等

（３）経営比較分析表を活用した現状分析　：　 別　紙　の　と　お　り

２．将来の事業環境

（１）処理区域内人口・世帯数及び水洗化人口・世帯数の予測

民間活用の状況

ア 民間委託（包括的民間委託を含む）

イ 指定管理者制度

ウ PPP・PFI

　料金関係業務全般を、水道事業に委託し、スケールメリットを生か
した経費節減を図っていますが、受託先の水道事業においては、窓口
・検針・開閉栓・徴収・滞納整理業務等を民間に委託し、人件費の削
減を図るとともに、民間のノウハウを活用しています。

無

無

5

2

浄化センター

1

4

3

2

7

区分 水道課

1

11合計 19

11

8

62

資産活用の状況

41～50歳

61歳～　

51～60歳

ア エネルギー利用*4（下水熱・下水汚泥・発電等）

イ 土地・施設等利用*5（未利用土地・施設の活用等）

無

無

32

10

12

「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。

「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

31～40歳

　～30歳 1

合　計

4

5

3

① 推計にあたっての基本方針
　・行政区域内人口について、大垣市人口ビジョンに示される目標数値を基本に、より厳しく見積もった数値（「国立社会保障・人口問題研究所」に
　　よる大垣市の人口推計（H30.3月）及び岐阜県の世帯数推計（H31.4月）をもとに、直近の実績を加味した独自の推計値）を用いました。
② 推計結果
　・令和11年度末時点で市全体の人口を155,684人（平成30年度末比 △5,624人、△3.5％）と見込みました。なお、近年の実績を鑑み、上石津地域は
　　大垣・墨俣地域と比較してより急速に人口減少していくものとし、令和11年度末時点で4,390人（平成30年度末比 △1,058人、△19.4％）と見込
　　みました。
　・令和11年度末時点で市全体の世帯数を65,827戸（平成30年度末比 △378戸、△0.6％）と見込みました。なお、上石津地域は、令和11年度末時点
　　で1,654戸（平成30年度末比 △339戸、△17.0％）と見込みました。
　・上石津地域は、普及率がほぼ100％であるため、上記の行政区域内人口・世帯数＝処理区域内人口・世帯数とし、この見込みをもとに水洗化人口・
　　世帯数を算出しています。
　・結果、西山・南部処理区の、令和11年度末の水洗化人口は780人（平成30年度末比 △189人、△19.5％）、水洗化世帯数は253戸（平成30年度末比
　　△61戸、△19.4％）と見込みました。

下水道課

1

4 18

22

*4

*5

　ただし、最新のものとして、地方公営企業法適用前の平成29年度決算分となります。

水道部

浄化センター

水道課  経理、料金、配水設備、施設整備、維持改良

下水道課  計画、管路整備、施設整備、維持管理、排水設備、普及

650

700
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950

1,000

1,050

200

220

240

260

280

300

320

340

360

H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

水洗化世帯数（左軸／戸） 水洗化人口（右軸／人） 
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（２）有収水量の予測

（３）使用料収入の見通し

（４）施設の見通し

（５）組織の見通し

（６）元利償還金、基準外繰入金の見通し

 ・（１）で求めた水洗化人口・世帯数に、処理区ごとの平成30年度一人当たり年間有収水量を乗じて、年間総有収水量を推計しました。
 ・結果、令和11年度の年間総有収水量を70,805㎥（平成30年度比 △17,139㎥、△19.5％）と見込みました。

 ・本事業の料金体系は人頭制のため、（１）で求めた水洗化人口・世帯数をもとに使用料収入の見通しを立てています。
 ・結果、令和11年度の使用料収入は、14,377千円（税抜き、平成30年度比 △3,765千円、△20.8％）となりました。
 ・平成28年度に実施した使用料改定（平均改定率9.8％）以後は、上石津地域の人口減少の影響で使用料収入は徐々に減少していき、10年間で2割程度
 　減少することが予想されます。

 ・西山浄化センターは平成9年11月に、南部浄化センターは平成15年5月に供用を開始しており、施設が比較的新しいため現時点で大きな改良の必要
 　はありませんが、一部、耐用年数の短い機械・電気設備の更新等が必要であり、それらを令和3年度以降に実施する予定です。

 ・組織については、水道部所管事業のうち水道事業以外の5事業が、令和2年4月に地方公営企業法を全部適用し法適用企業となるため、それに対応し
　 た組織改編を実施予定です。
 ・現在その内容を検討中であり、詳細については、本経営戦略の次回の事後検証の際に、ここに記載させていただきますが、いずれにしても、適正
 　な人員配置に努めてまいります。

 ・過去の企業債の借入に伴う元利償還金は、令和5年度まで31,600千円前後で推移しますが、供用開始後は借入をしていないため、令和6年度以降
 　は徐々に減少し、計画期間終期の令和11年度には21,304千円となります。
 ・本事業は、従前より使用料収入で維持管理費を賄えていない状況であるうえ、人口減少による使用料収入の減少もあるため、基準外繰入金は今
 　後増加していくことが見込まれます。
 ・なおかつ、法適用後の令和2年度以降は、分流式下水道等に要する経費の算定方法が法適用に伴い変更され、資本費が元金ベースから減価償却費
 　ベースになることにより基準内繰入金が減少し、結果、基準外繰入金が増加します。
 ・ただ、元利償還金の減少に伴い、基準外繰入金も令和8年度以降は減少傾向となり、計画期間終期の令和11年度には1,950万円前後となる見込み
 　です。
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３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①収支計画のうち投資についての説明

 　大垣市農業集落排水事業は、下水道サービスを持続的・安定的に提供していくために、令和元年度に策定する最適整備構想に基づき、下水道施設
 のライフサイクルコストの低減や、予防保全型施設管理の導入による安全の確保等、戦略的な維持、修繕及び改築を実施していきます。また、これ
 らの実施に当たっては、国庫補助金を確保することにより基準外繰入金の削減に努めます。
 　ただし、本事業は、従前より多額の基準外繰入金に依存している状況であるうえ、上石津地域の急激な人口減少による使用料収入の減少により、
 その規模は今後ますます大きくなることが確実であるため、基準外繰入金削減のための使用料改定を実施します。

目標

 　施設が比較的新しいため現時点で大きな改良の必要はありませんが、一部、耐用年数の短い機械・電気設備
 の更新等が必要であり、それらを令和3年度以降に実施する予定です。なお、実施に当たっては、最適整備構想
 に基づき、下水道施設のライフサイクルコストの低減や、予防保全型施設管理の導入による安全の確保等、戦
 略的な維持、修繕及び改築を実施していきます。

【西山処理区】

 　西山処理区は平成9年11月に供用を開始しており、施設が比較的新しいため現時点で大きな改良の必要はありませんが、一部、耐用年数の短い機械・

 電気設備の更新等が必要であり、それらを令和3年度以降に実施する予定です。

（単位：千円／税込み）

区　分 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 合　計

処理場施設更新 950 2,000 3,300 5,000 5,000 5,100 500 21,850

マンホールポンプ更新　 1,771 1,771 500 4,042

合　計 0 950 0 2,000 3,300 6,771 6,771 5,600 0 500 25,892

【南部処理区】

 　南部処理区は平成15年5月に供用を開始しており、施設が比較的新しいため現時点で大きな改良の必要はありませんが、一部、耐用年数の短い機械・

 電気設備の更新等が必要であり、それらを令和3年度以降に実施する予定です。

（単位：千円／税込み）

区　分 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 合　計

処理場施設更新 7,550 8,000 6,300 7,100 5,050 9,000 9,200 10,750 10,850 73,800

マンホールポンプ更新　 1,773 2,013 2,700 6,486

合　計 0 7,550 8,000 6,300 7,100 5,050 9,000 10,973 12,763 13,550 80,286
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②収支計画のうち財源についての説明

目標

 　令和3年度以降の更新事業の実施に当たっては、国庫補助金を確保することにより基準外繰入金の削減に努め
 ます。
 　ただし、本事業は、従前より多額の基準外繰入金に依存している状況であるうえ、上石津地域の急激な人口
 減少による使用料収入の減少により、その規模は今後ますます大きくなることが確実であるため、使用料改定
 により、少しでも基準外繰入金の削減を図る必要があります。
 　よって、令和2年4月、令和5年4月、令和8年4月の計3回、それぞれ＋3.0％（合計で9.3％）の使用料改定を実
 施することを基本方針とします。

【料金について】
 ・令和2年4月、令和5年4月、令和8年4月の計3回、それぞれ＋3.0％（合計で9.3％）の使用料改定を実施することを基本方針とします。
 ・これは、本事業が、従前より多額の基準外繰入金に依存している状況であるうえ、上石津地域の急激な人口減少による使用料収入の減少により、
 　その規模は今後ますます大きくなることが確実であるため、使用料改定により、少しでも基準外繰入金の削減を図る必要があるためです。

【国庫補助金について】
 ・令和3年度以降の更新事業の実施に当たっては、農林水産省の最適整備構想に基づく「農山漁村地域整備交付金事業」による国庫補助金を、
 　事業費の1/2程度見込んでいます。

【企業債について】
 ・令和3年度以降の更新事業の実施に当たっては、企業債発行額を最小限に抑制することにより、企業債残高の更なる削減を目指します。
 ・計画期間中に、合計48,800千円の借入をしますが、同期間中に334,730千円の償還をするため、計画終期（令和11年度）の企業債残高は
 　67,905千円となり、これは、平成28年度末残高（353,835千円）に対し、285,930千円、80.8％の減となります。

【基準外繰入金について】
 ・最適整備構想に基づく国庫補助金の確保と、企業債発行額の抑制の効果により、使用料改定を実施しなかったとしても、令和10年度頃には元
 　利償還金の減少とともに基準外繰入金も減少し、計画期間終期の令和11年度には19,593千円になります。
 ・ただし、依然として基準外繰入金に依存している状況に変わりはないため、使用料改定により、少しでもその規模の縮小を図る必要があります。
 　使用料改定を実施した場合、令和11年度の基準外繰入金は18,169千円となり、使用料改定を実施しなかった場合と比べ、△1,424千円、△7.3％
 　縮小できます。
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③収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

②今後の財源についての考え方・検討状況

③投資以外の経費についての考え方・検討状況

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

委託費に関する事項

その他の取組

その他の取組
　今後はＰＤＣＡサイクルにより上記の取組みに対する進捗状況を確認し、計画との乖離が著しい場合には
その原因調査と対策を図ります。また、数年ごとに行われる公営企業等審議会を通じて使用料水準や投資・
財政計画の妥当性を評価し、経営戦略の充実を図ります。

職員給与費に関する事項
　水道部所管事業のうち水道事業以外の5事業が、令和2年4月に地方公営企業法を全部適用し法適用企業とな
るため、それに対応した組織改編を実施予定です。現在その内容を検討中であり、詳細については、本経営戦
略の次回の事後検証の際に反映させる予定ですが、いずれにしても、適正な人員配置に努めてまいります。

動力費に関する事項

薬品費に関する事項

修繕費に関する事項

その他の取組
　今回の経営戦略計画期間後の令和12年度以降も、随時、施設の更新等を予定していますが、その際にも、次
期経営戦略の策定を通して、中長期的な視野に基づく計画的な経営に取り組み、戦略的な維持、修繕及び改築
を行っていくことが必要です。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、
指定管理者制度、PPP/PFIなど）

　料金関係業務以外の分野において、民間の資金・ノウハウ等の活用予定はありません。

広域化・共同化・最適化に
関する事項

　総務省等通知にもとづき、持続可能な下水道運営に向け、令和4年度末までに「広域化・共同化計画」を策定
する予定であり、現在、内容を検討中です。

投資の平準化に関する事項 　令和元年度に策定する最適整備構想においては、将来における下水道施設全体の更新需要を掴むとともに、
対象施設の更新基準の見直しや、重要度・優先度を踏まえた更新投資の平準化を図る予定です。

その他の取組

使用料の見直しに関する事項

資産活用による収入増加
の取組について

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

　料金関係業務以外の分野において、民間の資金・ノウハウ等の活用予定はありません。

【委託料について】
 ・毎年業務量の変化しない委託業務については、令和元年度見込みと同水準で推移するとしています。
 ・都度対応していくもの（下水管清掃等）、毎年変動するもの（汚泥の処分等）についても、計上額が比較的小額であることから、原則、令和元年
 　度見込みと同水準で推移するとしています。

【修繕費について】
  ・①に掲げる更新計画をもとに、必要な更新と維持補修を適切に組み合わせ資産管理していくことを念頭に計画期間中の修繕計画を作成し、これを
 　もとに経費計上しています。

【動力費について】
 ・２（２）で推計した年間総有収水量に、平成30年度実績単価を乗じて計上しています。
　（本事業の料金体系は人頭制のため、年間総有収水量＝年間総処理水量となります。）

【人件費について】
 ・職員1名分について、直近実績ベースで推移するものとして計上しています。

（単位：千円／税抜き）

区　分 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 合　計

西山処理区修繕費 455 727 455 1,182 455 591 455 955 1,136 864 7,275

南部処理区修繕費 2,864 3,318 2,636 3,773 2,545 2,864 2,591 2,318 3,864 3,500 30,273

その他修繕費 241 243 242 242 242 242 242 242 242 242 2,420

合　計 3,560 4,288 3,333 5,197 3,242 3,697 3,288 3,515 5,242 4,606 39,968
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25
,1

43
25

,6
50

1
(F

)
37

0
10

0
10

0
4,

25
1

4,
13

0

（１
）

（２
）

10
0

10
0

29
6

18
0

（３
）

（４
）

（５
）

3,
60

5
3,

60
0

（６
）

37
0

35
0

35
0

（７
）

２
(G

)
24

,1
49

24
,6

12
25

,0
98

29
,3

94
29

,7
80

（１
）

11
2

10
0

10
0

3,
90

1
3,

78
0

（２
）

(H
)

24
,0

37
24

,5
12

24
,9

98
25

,4
93

26
,0

00

（３
）

（４
）

（５
）

３
(I
)

△
 2

3
,7

79
△

 2
4,

51
2

△
 2

4,
99

8
△

 2
5,

14
3

△
 2

5,
65

0

他
会

計
へ

の
繰

出
金

そ
の

他

収
支

差
引

(F
)-

(G
)

固
定

資
産

売
却

代
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

工
事

負
担

金

そ
の

他

資 　 本 　 的 　 収 　 支

資 本 的 収 入

資
本

的
収

入

地
方

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
補

助
金

他
会

計
借

入
金

そ
の

他

収 益 的 支 出

総
費

用

営
業

費
用

職
員

給
与

費

う
ち

退
職

手
当

そ
の

他

営
業

外
費

用

支
払

利
息

う
ち

一
時

借
入

金
利

息

資 本 的 支 出

資
本

的
支

出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

地
方

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
金

返
還

金

そ
の

他

収 　 益 　 的 　 収 　 支

収 益 的 収 入

総
収

益

営
業

収
益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

営
業

外
収

益

他
会

計
繰

入
金

収
支

差
引

(A
)-

(D
)
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別
紙

２
　

様
式

第
2
号

（
法

非
適

用
企

業
）

投
資

・財
政

計
画

（収
支

計
画

）
（単

位
：千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
元

区
分

（
決

算
）

（
決

算
）

（
決

算
）

（
決

算
）

決
算

見
込

(J
)

(K
)

(L
)

(M
)

(N
)

(O
)

(P
)

(Q
)

(Q
)

(B
)-

(C
)

(A
)

(D
)+

(H
)

(S
)

18
,1

70
19

,6
11

19
,6

83
19

,5
47

19
,6

10

（T
)

(U
)

(V
)

18
,1

70
19

,6
11

19
,6

83
19

,5
47

19
,6

10

(W
)

(X
)

37
8,

34
7

35
3,

83
5

32
8,

83
7

30
3,

34
4

27
7,

34
4

○
他

会
計

繰
入

金
（単

位
：千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
H

2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
元

区
分

（
決

算
）

（
決

算
）

（
決

算
）

（
決

算
）

決
算

見
込

48
,1

02
47

,1
71

47
,4

42
47

,9
89

51
,3

24

33
,4

92
33

,7
40

33
,9

78
33

,6
34

34
,1

49

14
,6

10
13

,4
31

13
,4

64
14

,3
55

17
,1

75

10
0

10
0

29
6

18
0

10
0

10
0

10
0

10
0

19
6

80
48

,1
02

47
,2

71
47

,5
42

48
,2

85
51

,5
04

健
全

化
法

施
行

令
第

17
条

に
よ

り
算

定
し

た
事

業
の

規
模

健
全

化
法

第
2
2
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
不

足
比

率
(（

T
）
/（

V
）×

10
0)

他
会

計
借

入
金

残
高

地
方

債
残

高

合
計

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

健
全

化
法

施
行

令
第

16
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額
健

全
化

法
施

行
規

則
第

６
条

に
規

定
す

る
解

消
可

能
資

金
不

足
額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(B

)-
(C

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
率

((
R

)/
(S

)×
1
00

)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
6

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額
(R

)

収
益

的
収

支
比

率
（

×
10

0
））

実
質

収
支

黒
字

(N
)-

(O
)

赤
字

赤
字

比
率

（
×

10
0

積
立

金

前
年

度
か

ら
の

繰
越

金

前
年

度
繰

上
充

用
金

形
式

収
支

(J
)-

(K
)+

(L
)-

(M
)

翌
年

度
へ

繰
り

越
す

べ
き

財
源

収
支

再
差

引
(E

)+
(I
)
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別
紙

２
　

様
式

第
2号

（法
適

用
企

業
・収

益
的

収
支

）
投

資
・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

（
単

位
：
千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

区
　

　
　

　
　

　
分

１
．

(A
)

1
7
,6

8
3

1
7
,2

7
7

1
6
,8

3
7

1
6
,7

9
8

1
6
,5

9
8

1
6
,3

6
9

1
6
,4

5
2

1
6
,2

8
6

1
5
,9

7
1

1
5
,7

0
7

(1
)

1
7
,6

7
5

1
7
,2

6
9

1
6
,8

2
9

1
6
,7

9
0

1
6
,5

9
0

1
6
,3

6
1

1
6
,4

4
4

1
6
,2

7
8

1
5
,9

6
3

1
5
,6

9
9

(2
)

(B
)

(3
)

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

２
．

6
1
,0

7
3

6
1
,1

7
1

6
0
,1

6
7

5
5
,9

6
4

5
3
,0

4
1

5
4
,3

1
8

5
4
,3

9
4

5
5
,6

2
2

5
8
,8

8
5

5
9
,5

6
1

(1
)

1
5
,8

4
6

1
6
,4

8
9

1
5
,6

3
8

1
7
,3

5
5

1
5
,3

5
7

1
6
,1

7
1

1
5
,7

6
2

1
6
,2

6
7

1
8
,3

3
9

1
8
,1

6
9

1
5
,8

4
6

1
6
,4

8
9

1
5
,6

3
8

1
7
,3

5
5

1
5
,3

5
7

1
6
,1

7
1

1
5
,7

6
2

1
6
,2

6
7

1
8
,3

3
9

1
8
,1

6
9

(2
)

2
0
,8

4
6

2
0
,8

4
6

2
1
,0

2
0

1
7
,5

9
8

1
7
,0

3
4

1
7
,2

4
7

1
7
,4

8
9

1
7
,6

6
5

1
7
,8

9
1

1
8
,1

5
2

(3
)

2
4
,3

8
1

2
3
,8

3
6

2
3
,5

0
9

2
1
,0

1
1

2
0
,6

5
0

2
0
,9

0
0

2
1
,1

4
3

2
1
,6

9
0

2
2
,6

5
5

2
3
,2

4
0

(C
)

7
8
,7

5
6

7
8
,4

4
8

7
7
,0

0
4

7
2
,7

6
2

6
9
,6

3
9

7
0
,6

8
7

7
0
,8

4
6

7
1
,9

0
8

7
4
,8

5
6

7
5
,2

6
8

１
．

6
8
,1

4
9

6
8
,8

0
9

6
8
,1

2
0

6
4
,5

2
9

6
2
,1

2
2

6
3
,5

0
2

6
3
,9

7
2

6
5
,3

3
7

6
8
,5

9
6

6
9
,1

7
1

(1
)

6
,8

2
2

6
,8

2
2

6
,8

2
2

6
,8

2
2

6
,8

2
2

6
,8

2
2

6
,8

2
2

6
,8

2
2

6
,8

2
2

6
,8

2
2

3
,2

0
0

3
,2

0
0

3
,2

0
0

3
,2

0
0

3
,2

0
0

3
,2

0
0

3
,2

0
0

3
,2

0
0

3
,2

0
0

3
,2

0
0

3
,6

2
2

3
,6

2
2

3
,6

2
2

3
,6

2
2

3
,6

2
2

3
,6

2
2

3
,6

2
2

3
,6

2
2

3
,6

2
2

3
,6

2
2

(2
)

2
4
,0

8
6

2
4
,7

6
3

2
3
,7

2
7

2
5
,5

4
2

2
3
,5

4
2

2
3
,9

5
1

2
3
,4

6
2

2
3
,6

7
7

2
5
,3

2
5

2
4
,6

7
4

2
,3

5
4

2
,3

1
7

2
,2

5
1

2
,2

1
3

2
,1

7
7

2
,1

4
1

2
,0

7
6

2
,0

6
8

2
,0

0
3

1
,9

9
5

3
,5

6
0

4
,2

8
8

3
,3

3
3

5
,1

9
7

3
,2

4
2

3
,6

9
7

3
,2

8
8

3
,5

1
5

5
,2

4
2

4
,6

0
6

1
8
,1

7
2

1
8
,1

5
8

1
8
,1

4
3

1
8
,1

3
2

1
8
,1

2
3

1
8
,1

1
3

1
8
,0

9
8

1
8
,0

9
4

1
8
,0

8
0

1
8
,0

7
3

(3
)

3
7
,2

4
1

3
7
,2

2
4

3
7
,5

7
1

3
2
,1

6
5

3
1
,7

5
8

3
2
,7

2
9

3
3
,6

8
8

3
4
,8

3
8

3
6
,4

4
9

3
7
,6

7
5

２
．

6
,4

4
1

6
,3

8
3

5
,7

7
8

5
,4

3
5

4
,8

3
9

4
,4

6
8

4
,1

5
1

3
,8

0
5

3
,3

8
2

3
,2

0
2

(1
)

5
,1

2
2

4
,5

9
5

4
,0

9
4

3
,5

8
0

3
,0

6
4

2
,5

5
5

2
,0

8
1

1
,6

5
3

1
,2

3
4

8
5
3

(2
)

1
,3

1
9

1
,7

8
8

1
,6

8
4

1
,8

5
5

1
,7

7
5

1
,9

1
3

2
,0

7
0

2
,1

5
2

2
,1

4
8

2
,3

4
9

(D
)

7
4
,5

9
0

7
5
,1

9
2

7
3
,8

9
8

6
9
,9

6
4

6
6
,9

6
1

6
7
,9

7
0

6
8
,1

2
3

6
9
,1

4
2

7
1
,9

7
8

7
2
,3

7
3

(E
)

4
,1

6
6

3
,2

5
6

3
,1

0
6

2
,7

9
8

2
,6

7
8

2
,7

1
7

2
,7

2
3

2
,7

6
6

2
,8

7
8

2
,8

9
5

(F
)

(G
)

3
,0

4
0

(H
)

△
 3

,0
4
0

1
,1

2
6

3
,2

5
6

3
,1

0
6

2
,7

9
8

2
,6

7
8

2
,7

1
7

2
,7

2
3

2
,7

6
6

2
,8

7
8

2
,8

9
5

(I
)

6
2
6

3
,6

3
4

6
,5

9
0

9
,3

8
8

1
2
,0

6
7

1
4
,7

8
6

1
7
,5

1
0

2
0
,2

7
6

2
3
,1

5
5

2
6
,0

5
0

(J
)

1
3
,1

3
2

1
6
,1

0
1

1
8
,8

3
0

2
2
,0

5
3

2
4
,3

2
1

2
7
,1

3
4

2
9
,7

6
1

3
1
,8

4
7

3
4
,2

9
7

3
7
,3

9
9

8
,6

8
6

8
,2

7
0

8
,1

3
4

8
,4

3
3

8
,0

5
1

8
,0

7
1

7
,8

3
2

7
,2

9
6

7
,1

5
1

7
,2

1
5

(K
)

3
1
,3

8
6

3
2
,3

0
1

3
2
,6

4
3

3
2
,7

6
8

3
2
,5

6
2

3
1
,9

8
7

2
8
,9

3
1

2
6
,3

9
9

2
4
,9

6
4

4
,6

5
6

2
7
,0

4
4

2
7
,5

8
2

2
8
,0

1
5

2
8
,0

1
4

2
7
,8

3
7

2
7
,1

8
8

2
3
,9

9
0

2
1
,6

0
2

2
0
,4

5
1

3
,8

2
0

4
,1

9
7

4
,1

0
6

4
,2

3
2

4
,2

0
3

4
,2

7
7

4
,4

1
9

4
,2

7
5

3
,9

9
1

4
,1

3
4

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

(L
)

(M
)

1
7
,6

8
3

1
7
,2

7
7

1
6
,8

3
7

1
6
,7

9
8

1
6
,5

9
8

1
6
,3

6
9

1
6
,4

5
2

1
6
,2

8
6

1
5
,9

7
1

1
5
,7

0
7

(N
)

(O
)

(P
)

1
7
,6

8
3

1
7
,2

7
7

1
6
,8

3
7

1
6
,7

9
8

1
6
,5

9
8

1
6
,3

6
9

1
6
,4

5
2

1
6
,2

8
6

1
5
,9

7
1

1
5
,7

0
7

R
9

R
1
0

R
1
1

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P

）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
率

(（
L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金
う

ち
未

払
金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）

流
動

負
債

支
出

計
経

常
損

益
(C

)-
(D

)
特

別
利

益
特

別
損

失
特

別
損

益
(F

)-
(G

)

収 益 的 収 支 当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)
繰

越
利

益
剰

余
金

又
は

累
積

欠
損

金
流

動
資

産
う

ち
未

収
金

収 益 的 収 入

材
料

費

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費
基

本
給

退
職

給
付

費
そ

の
他

経
費

動
力

費
修

繕
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１．事業概要

（１）事業の現況

①施設

②使用料

②使用料

大垣市

事 業 名 ：

改 定 日 ：

計 画 期 間 ：

大垣市小規模集合排水処理事業

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

無

無

処理場数

１（平井処理区）

１（平井処理場）

供用開始年度
(供用開始後年数)

平成15年度
(16年経過)

法適（全部適用・一部適用）
非適の区分

地方公営企業法全部適用
（令和2年4月1日より）

年度

月

策 定 日 ： 平成 29 年 3 月

年度

団 体 名 ：

平成28年度

条例上の使用料*2
（２０㎥あたり・税込）
※過去３年度分を記載

実質的な使用料*3
（２０㎥あたり・税込）
※過去３年度分を記載

条例上の使用料とは、一般家庭における20㎥あたりの使用料をいう。

実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。*3

大垣市小規模集合排水処理事業経営戦略

平成30年度

平成29年度

平成28年度

4,500円

4,500円

4,500円 2,593円

2,793円

2,167円

処理区数

令和

処理区域内人口密度
(平成31年3月31日現在)

26.3人/ha

*1

平成30年度

平成29年度

元 年 9

流域下水道等への接続の
有無

平成 29

水道使用量1㎥あたり109円

令和 11

「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の
一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合
を伴わない。）を指す。

～

*2

基本使用料 加算使用料

2,196円
1人から5人まで世帯1人当たり･･･658円

6人以上1人増すごとに･･･329円

一般家庭用使用料体系の
概要・考え方

（1か月分/税抜）

業務用使用料体系の
概要・考え方

（1か月分/税抜）

その他の使用料体系の
概要・考え方

検針・請求は2か月に一度行い、請求額は10円未満切捨て。

基本使用料 加算使用料

3,294円
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③組織

＜組織体制＞

＜職員数・年齢構成等＞ （単位：人）

（２）民間活力の活用等

（３）経営比較分析表を活用した現状分析　：　 別　紙　の　と　お　り

２．将来の事業環境

（１）処理区域内人口・世帯数及び水洗化人口・世帯数の予測

民間活用の状況

ア 民間委託（包括的民間委託を含む）

イ 指定管理者制度

ウ PPP・PFI

　料金関係業務全般を、水道事業に委託し、スケールメリットを生か
した経費節減を図っていますが、受託先の水道事業においては、窓口
・検針・開閉栓・徴収・滞納整理業務等を民間に委託し、人件費の削
減を図るとともに、民間のノウハウを活用しています。

無

無

5

2

浄化センター

1

4

3

2

7

区分 水道課

1

11合計 19

11

8

62

資産活用の状況

41～50歳

61歳～　

51～60歳

ア エネルギー利用*4（下水熱・下水汚泥・発電等）

イ 土地・施設等利用*5（未利用土地・施設の活用等）

無

無

32

10

12

「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。

「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

31～40歳

　～30歳 1

合　計

4

5

3

① 推計にあたっての基本方針
　・行政区域内人口について、大垣市人口ビジョンに示される目標数値を基本に、より厳しく見積もった数値（「国立社会保障・人口問題研究所」に
　　よる大垣市の人口推計（H30.3月）及び岐阜県の世帯数推計（H31.4月）をもとに、直近の実績を加味した独自の推計値）を用いました。
② 推計結果
　・令和11年度末時点で市全体の人口を155,684人（平成30年度末比 △5,624人、△3.5％）と見込みました。なお、近年の実績を鑑み、上石津地域は
　　大垣・墨俣地域と比較してより急速に人口減少していくものとし、令和11年度末時点で4,390人（平成30年度末比 △1,058人、△19.4％）と見込
　　みました。
　・令和11年度末時点で市全体の世帯数を65,827戸（平成30年度末比 △378戸、△0.6％）と見込みました。なお、上石津地域は、令和11年度末時点
　　で1,654戸（平成30年度末比 △339戸、△17.0％）と見込みました。
　・上石津地域は、普及率がほぼ100％であるため、上記の行政区域内人口・世帯数＝処理区域内人口・世帯数とし、この見込みをもとに水洗化人口・
　　世帯数を算出しています。
　・ただし、平井処理区に関しては、事業規模があまりにも小さく、人口・世帯数が数件増減しただけで経営状況が大きく変動してしまうため、今後
　　も平成30年度の水準を維持するものとしています。
　・結果、平井処理区の、令和11年度末の水洗化人口は42人（平成30年度末比 ±0人、±0.0％）、水洗化世帯数は15戸（平成30年度末比±0戸、
　　±0.0％）と見込みました。

下水道課

1

4 18

22

*4

*5

　ただし、最新のものとして、地方公営企業法適用前の平成29年度決算分となります。

水道部

浄化センター

水道課  経理、料金、配水設備、施設整備、維持改良

下水道課  計画、管路整備、施設整備、維持管理、排水設備、普及

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

10

11

12

13

14

15

16

H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

水洗化世帯数（左軸／戸） 水洗化人口（右軸／人） 
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（２）有収水量の予測

（３）使用料収入の見通し

（４）施設の見通し

（５）組織の見通し

（６）元利償還金、基準外繰入金の見通し

 ・（１）で求めた水洗化人口・世帯数に、平井処理区の平成30年度一人当たり年間有収水量を乗じて、年間総有収水量を推計しました。
 ・結果、令和11年度の年間総有収水量を5,618㎥（平成30年度比  ±0㎥、±0.0％）と見込みました。

 ・本事業の料金体系は人頭制のため、（１）で求めた水洗化人口・世帯数をもとに使用料収入の見通しを立てています。
 ・結果、令和11年度の使用料収入は、749千円（税抜き、平成30年度比 ＋23千円、＋3.6％）となりました。
 ・前提として、水洗化人口・世帯数について、今後も平成30年度の水準を維持するものとしているため、使用料収入も749千円で推移するものと
 　しています。

 ・平井処理場は、平成15年5月に供用を開始していますが、施設が小規模なうえ比較的新しいため、現時点で大きな改良の必要はありません。

 ・組織については、水道部所管事業のうち水道事業以外の5事業が、令和2年4月に地方公営企業法を全部適用し法適用企業となるため、それに対応し
　 た組織改編を実施予定です。
 ・現在その内容を検討中であり、詳細については、本経営戦略の次回の事後検証の際に、ここに記載させていただきますが、いずれにしても、適正
 　な人員配置に努めてまいります。

 ・過去の企業債の借入に伴う元利償還金は、計画期間を通して2,620千円で推移します。
 ・本事業は、従前より事業費の大半を一般会計繰入金で賄っている状況であり、基準外繰入金も使用料収入以上の規模となっています。
 ・なおかつ、法適用後の令和2年度以降は、分流式下水道等に要する経費の算定方法が法適用に伴い変更され、資本費が元金ベースから減価償却費
 　ベースになることにより基準内繰入金が減少し、結果、基準外繰入金が増加します。
 ・また、令和5年度以降は、平井処理場の減価償却がほぼ完了することにより、基準内繰入金（分流式下水道等に要する経費）が減少するため、
 　ここでも、基準外繰入金が増加します。
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３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①収支計画のうち投資についての説明

 　大垣市小規模集合排水処理事業は、河川等の水質悪化を防止し、上石津地域の豊かな自然環境を維持するため、長期的な視野に立って、徹底した
 経営の効率化・健全化に取り組んでいきます。
 　ただし、本事業は、従前より事業費の大半を一般会計繰入金で賄っている状況であるため、基準外繰入金削減のための使用料改定を実施します。

目標
 　施設が小規模なうえ比較的新しいため、現時点で大きな改良の必要はありませんが、今後とも長期的な視野に
 立って、徹底した経営の効率化・健全化に取り組んでいきます。
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②収支計画のうち財源についての説明

目標

 　本事業は、従前より事業費の大半を一般会計繰入金で賄っている状況であるため、使用料改定により、少し
 でも基準外繰入金の削減を図る必要があります。
 　よって、令和2年4月、令和5年4月、令和8年4月の計3回、それぞれ＋3.0％（合計で9.3％）の使用料改定を実
 施することを基本方針とします。

【料金について】
 ・令和2年4月、令和5年4月、令和8年4月の計3回、それぞれ＋3.0％（合計で9.3％）の使用料改定を実施することを基本方針とします。
 ・これは、本事業が、従前より事業費の大半を一般会計繰入金で賄っている状況であるため、使用料改定により、少しでも基準外繰入金の削減
 　を図る必要があるためです。

【企業債について】
 ・本計画期間中は大きな改良は発生しない見込みですので、新規借り入れの予定はありません。
 ・なお、計画期間中に30,416千円の償還をするため、計画終期（令和8年度）の企業債残高は7,454千円となり、これは、平成28年度末残高
 　（37,870千円）に対し、30,416千円、80.3％の減となります。

【基準外繰入金について】
 ・本事業は、従来より事業費の大半を一般会計繰入金で賄っている状況であり、基準外繰入金も使用料収入以上の規模となっています。
 ・使用料改定を実施しなかった場合、計画期間終期の令和11年度の基準外繰入金は3,284千円の見込みであり、使用料改定により、少しでもその
 　規模の縮小を図る必要があります。
 ・使用料改定を実施した場合、令和11年度の基準外繰入金は3,207千円となり、使用料改定を実施しなかった場合と比べ、△77千円、△2.3％縮
 　小できます。
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③収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

②今後の財源についての考え方・検討状況

③投資以外の経費についての考え方・検討状況

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

委託費に関する事項

その他の取組

その他の取組
　今後はＰＤＣＡサイクルにより上記の取組みに対する進捗状況を確認し、計画との乖離が著しい場合には
その原因調査と対策を図ります。また、数年ごとに行われる公営企業等審議会を通じて使用料水準や投資・
財政計画の妥当性を評価し、経営戦略の充実を図ります。

職員給与費に関する事項
　水道部所管事業のうち水道事業以外の5事業が、令和2年4月に地方公営企業法を全部適用し法適用企業とな
るため、それに対応した組織改編を実施予定です。現在その内容を検討中であり、詳細については、本経営戦
略の次回の事後検証の際に反映させる予定ですが、いずれにしても、適正な人員配置に努めてまいります。

動力費に関する事項

薬品費に関する事項

修繕費に関する事項

その他の取組
　今回の経営戦略計画期間後の令和12年度以降は、一部、耐用年数の短い機械・電気設備の更新等が必要にな
る見込みですが、その際には、次期経営戦略の策定を通して、中長期的な視野に基づく計画的な経営に取り組
み、戦略的な維持、修繕及び改築を行っていくことが必要です。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、
指定管理者制度、PPP/PFIなど）

　料金関係業務以外の分野において、民間の資金・ノウハウ等の活用予定はありません。

広域化・共同化・最適化に
関する事項

　総務省等通知にもとづき、持続可能な下水道運営に向け、令和4年度末までに「広域化・共同化計画」を策定
する予定であり、現在、内容を検討中です。

投資の平準化に関する事項

その他の取組

使用料の見直しに関する事項

資産活用による収入増加
の取組について

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

　料金関係業務以外の分野において、民間の資金・ノウハウ等の活用予定はありません。

【委託料について】
 ・毎年業務量の変化しない委託業務については、令和元年度見込みと同水準で推移するとしています。
 ・都度対応していくもの（下水管清掃等）、毎年変動するもの（汚泥の処分等）についても、計上額が比較的小額であることから、原則、令和元年
 　度見込みと同水準で推移するとしています。

【修繕費について】
  ・必要な更新と維持補修を適切に組み合わせ資産管理していくことを念頭に計画期間中の修繕計画を作成し、これをもとに経費計上しています。

【動力費について】
 ・２（２）で推計した年間総有収水量に、平成30年度実績単価を乗じて計上しています。
　（本事業の料金体系は人頭制のため、年間総有収水量＝年間総処理水量となります。）

【人件費について】
 ・本事業に職員給与費の計上はありません。

（単位：千円／税抜き）

区　分 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 合　計

平井処理区修繕費 864 591 864 591 864 591 864 636 864 1,091 7,820

その他修繕費 -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -        

合　計 864 591 864 591 864 591 864 636 864 1,091 7,820
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00

4,
50
0
.0
0

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

当
該

値
 

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

平
均

値
 

2,
57
4
.4
7

2,
78
4
.0
0

3,
18
8
.4
4

4,
17
0
.4
0

2,
55
9
.9
4

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

30
.0
0

35
.0
0

40
.0
0

45
.0
0

50
.0
0

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

当
該

値
 

39
.0
9

36
.1
0

33
.0
7

46
.5
6

35
.9
5

平
均

値
 

31
.0
4

29
.2
1

26
.4
7

32
.1
4

37
.8
2

0.
00

10
0.
0
0

20
0.
0
0

30
0.
0
0

40
0.
0
0

50
0.
0
0

60
0.
0
0

70
0.
0
0

80
0.
0
0

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

当
該
値
 

27
7.
5
4

31
0.
5
8

38
4.
0
0

27
8.
1
5

30
1.
3
3

平
均
値
 

58
9.
3
9

62
0.
0
1

68
8.
4
6

56
2.
9
0

48
2.
5
1

0.
00

10
.0
0

20
.0
0

30
.0
0

40
.0
0

50
.0
0

60
.0
0

70
.0
0

80
.0
0

90
.0
0

10
0.
0
0

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

当
該
値
 

86
.3
6

81
.8
2

72
.7
3

77
.2
7

90
.9
1

平
均
値
 

41
.2
4

43
.1
0

40
.9
6

39
.4
5

39
.1
5

82
.0
0

84
.0
0

86
.0
0

88
.0
0

90
.0
0

92
.0
0

94
.0
0

96
.0
0

98
.0
0

10
0.
0
0

10
2.
0
0

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

当
該

値
 

10
0.
0
0

10
0.
0
0

10
0.
0
0

10
0.
0
0

10
0.
0
0

平
均

値
 

88
.3
4

88
.0
2

90
.6
4

90
.4
8

89
.5
4

②
累
積

欠
損
金
比

率
(％

)
 

③
流
動
比
率

(
％

) 
④

企
業

債
残

高
対

事
業

規
模

比
率

(
％

) 

⑤
経
費
回
収
率

(％
) 

⑥
汚
水
処
理
原
価
(
円

) 
⑦
施
設
利
用
率

(％
) 

⑧
水
洗
化
率
(％

) 

①
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率
(
％

)
 

②
管
渠
老
朽
化
率

(
％

)
 

③
管

渠
改

善
率

(％
)
 

  
  

  
【
1
,9
43
.9
0】

 

【
8
9.
79
】
 

【
3
5.
35
】

 
【

5
02
.4
5】

 
【
3
7.
34
】
 

  
  

【
0
.0
0】

 

該
当

数
値

な
し

 
該

当
数

値
な

し
 

該
当

数
値

な
し
 

該
当

数
値

な
し
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様
式

第
2
号

（
法

非
適

用
企

業
）

投
資

・財
政

計
画

（収
支

計
画

）
（単

位
：千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
元

区
分

（
決

算
）

（
決

算
）

（
決

算
）

（
決

算
）

決
算

見
込

1
(A

)
3,

91
2

3,
35

5
3,

77
7

4,
80

5
3,

85
4

（１
）

(B
)

75
8

81
3

78
4

78
6

79
7

ア
75

7
81

2
78

3
78

5
79

6

イ
(C

)

ウ
1

1
1

1
1

（２
）

3,
15

4
2,

54
2

2,
99

3
4,

01
9

3,
05

7

ア
3,

15
4

2,
54

2
2,

99
3

4,
01

9
3,

05
7

イ

２
(D

)
2,

78
3

2,
21

3
2,

62
1

3,
63

5
2,

63
4

（１
）

2,
28

9
1,

74
4

2,
17

8
3,

21
7

2,
24

3

ア イ
2,

28
9

1,
74

4
2,

17
8

3,
21

7
2,

24
3

（２
）

49
4

46
9

44
3

41
8

39
1

ア
49

4
46

9
44

3
41

8
39

1

イ

３
(E

)
1,

12
9

1,
14

2
1,

15
6

1,
17

0
1,

22
0

1
(F

)
99

7
1,

00
9

1,
12

1
1,

03
3

1,
04

5

（１
）

（２
）

99
7

1,
00

9
1,

12
1

1,
03

3
1,

04
5

（３
）

（４
）

（５
）

（６
）

（７
）

２
(G

)
2,

12
6

2,
15

1
2,

27
7

2,
20

3
2,

26
5

（１
）

10
0

36

（２
）

(H
)

2,
12

6
2,

15
1

2,
17

7
2,

20
3

2,
22

9

（３
）

（４
）

（５
）

３
(I
)

△
 1

,1
29

△
 1

,1
42

△
 1

,1
56

△
 1

,1
70

△
 1

,2
20

他
会

計
へ

の
繰

出
金

そ
の

他

収
支

差
引

(F
)-

(G
)

固
定

資
産

売
却

代
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

工
事

負
担

金

そ
の

他

資 　 本 　 的 　 収 　 支

資 本 的 収 入

資
本

的
収

入

地
方

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
補

助
金

他
会

計
借

入
金

そ
の

他

収 益 的 支 出

総
費

用

営
業

費
用

職
員

給
与

費

う
ち

退
職

手
当

そ
の

他

営
業

外
費

用

支
払

利
息

う
ち

一
時

借
入

金
利

息

資 本 的 支 出

資
本

的
支

出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

地
方

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
金

返
還

金

そ
の

他

収 　 益 　 的 　 収 　 支

収 益 的 収 入

総
収

益

営
業

収
益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

営
業

外
収

益

他
会

計
繰

入
金

収
支

差
引

(A
)-

(D
)
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別
紙

２
　

様
式

第
2
号

（
法

非
適

用
企

業
）

投
資

・財
政

計
画

（収
支

計
画

）
（単

位
：千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
元

区
分

（
決

算
）

（
決

算
）

（
決

算
）

（
決

算
）

決
算

見
込

(J
)

(K
)

(L
)

(M
)

(N
)

(O
)

(P
)

(Q
)

(Q
)

(B
)-

(C
)

(A
)

(D
)+

(H
)

(S
)

75
8

81
3

78
4

78
6

79
7

（T
)

(U
)

(V
)

75
8

81
3

78
4

78
6

79
7

(W
)

(X
)

40
,0

21
37

,8
70

35
,6

93
33

,4
90

31
,2

61

○
他

会
計

繰
入

金
（単

位
：千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
H

2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
元

区
分

（
決

算
）

（
決

算
）

（
決

算
）

（
決

算
）

決
算

見
込

3,
15

4
2,

54
2

2,
99

3
4,

01
9

3,
05

7

1,
62

3
1,

61
1

1,
59

9
1,

58
7

1,
57

4

1,
53

1
93

1
1,

39
4

2,
43

2
1,

48
3

99
7

1,
00

9
1,

12
1

1,
03

3
1,

04
5

99
7

1,
00

9
1,

12
1

1,
03

3
1,

04
5

4,
15

1
3,

55
1

4,
11

4
5,

05
2

4,
10

2

健
全

化
法

施
行

令
第

17
条

に
よ

り
算

定
し

た
事

業
の

規
模

健
全

化
法

第
2
2
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
不

足
比

率
(（

T
）
/（

V
）×

10
0)

他
会

計
借

入
金

残
高

地
方

債
残

高

合
計

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

健
全

化
法

施
行

令
第

16
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額
健

全
化

法
施

行
規

則
第

６
条

に
規

定
す

る
解

消
可

能
資

金
不

足
額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(B

)-
(C

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
率

((
R

)/
(S

)×
1
00

)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
6

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額
(R

)

収
益

的
収

支
比

率
（

×
10

0
））

実
質

収
支

黒
字

(N
)-

(O
)

赤
字

赤
字

比
率

（
×

10
0

積
立

金

前
年

度
か

ら
の

繰
越

金

前
年

度
繰

上
充

用
金

形
式

収
支

(J
)-

(K
)+

(L
)-

(M
)

翌
年

度
へ

繰
り

越
す

べ
き

財
源

収
支

再
差

引
(E

)+
(I
)
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別
紙

２
　

様
式

第
2号

（法
適

用
企

業
・収

益
的

収
支

）
投

資
・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

（
単

位
：
千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

区
　

　
　

　
　

　
分

１
．

(A
)

7
6
8

7
7
2

7
7
2

7
9
1

7
9
5

7
9
5

8
1
5

8
1
9

8
1
9

8
1
9

(1
)

7
6
7

7
7
1

7
7
1

7
9
0

7
9
4

7
9
4

8
1
4

8
1
8

8
1
8

8
1
8

(2
)

(B
)

(3
)

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

２
．

5
,7

8
4

5
,4

4
1

5
,5

3
8

2
,8

4
8

2
,6

5
2

2
,3

1
7

2
,5

7
3

2
,2

3
3

2
,5

1
0

2
,7

3
6

(1
)

3
,1

9
6

2
,8

8
0

2
,2

7
0

1
,7

5
5

2
,0

5
8

1
,7

5
1

2
,0

3
6

1
,7

2
4

2
,0

3
1

2
,2

8
6

3
,1

9
6

2
,8

8
0

2
,2

7
0

1
,7

5
5

2
,0

5
8

1
,7

5
1

2
,0

3
6

1
,7

2
4

2
,0

3
1

2
,2

8
6

(2
)

1
2
4

1
2
4

1
2
4

9
4

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

(3
)

2
,4

6
4

2
,4

3
7

3
,1

4
4

9
9
9

5
0
6

4
7
8

4
4
9

4
2
1

3
9
1

3
6
2

(C
)

6
,5

5
2

6
,2

1
3

6
,3

1
0

3
,6

3
9

3
,4

4
7

3
,1

1
2

3
,3

8
8

3
,0

5
2

3
,3

2
9

3
,5

5
5

１
．

5
,7

1
3

5
,4

4
0

5
,7

1
3

3
,1

4
3

2
,9

4
6

2
,6

7
3

2
,9

4
6

2
,6

7
3

2
,9

4
6

3
,1

7
3

(1
)

(2
)

2
,4

4
7

2
,1

7
4

2
,4

4
7

2
,1

7
4

2
,4

4
7

2
,1

7
4

2
,4

4
7

2
,1

7
4

2
,4

4
7

2
,6

7
4

1
9
2

1
9
2

1
9
2

1
9
2

1
9
2

1
9
2

1
9
2

1
9
2

1
9
2

1
9
2

8
6
4

5
9
1

8
6
4

5
9
1

8
6
4

5
9
1

8
6
4

5
9
1

8
6
4

1
,0

9
1

1
,3

9
1

1
,3

9
1

1
,3

9
1

1
,3

9
1

1
,3

9
1

1
,3

9
1

1
,3

9
1

1
,3

9
1

1
,3

9
1

1
,3

9
1

(3
)

3
,2

6
6

3
,2

6
6

3
,2

6
6

9
6
9

4
9
9

4
9
9

4
9
9

4
9
9

4
9
9

4
9
9

２
．

6
8
3

6
2
5

5
3
7

4
5
8

4
6
0

4
0
1

4
0
1

3
4
1

3
4
2

3
3
8

(1
)

3
6
4

3
3
8

3
1
0

2
8
3

2
5
5

2
2
6

1
9
8

1
6
9

1
3
9

1
1
0

(2
)

3
1
9

2
8
7

2
2
7

1
7
5

2
0
5

1
7
5

2
0
3

1
7
2

2
0
3

2
2
8

(D
)

6
,3

9
6

6
,0

6
5

6
,2

5
0

3
,6

0
1

3
,4

0
6

3
,0

7
4

3
,3

4
7

3
,0

1
4

3
,2

8
8

3
,5

1
1

(E
)

1
5
6

1
4
8

6
0

3
8

4
1

3
8

4
1

3
8

4
1

4
4

(F
)

(G
)

3
(H

)
△

 3
1
5
3

1
4
8

6
0

3
8

4
1

3
8

4
1

3
8

4
1

4
4

(I
)

1
5
2

3
0
0

3
5
9

3
9
7

4
3
8

4
7
5

5
1
6

5
5
3

5
9
3

6
3
6

(J
)

1
,5

9
5

1
,6

7
0

1
,7

5
9

1
,3

9
9

1
,5

0
8

1
,4

7
7

1
,5

8
3

1
,5

5
1

1
,6

5
9

1
,7

5
9

1
,1

3
5

1
,0

8
0

1
,0

9
8

7
1
8

7
6
9

7
1
8

7
6
6

7
1
4

7
6
5

8
0
8

(K
)

2
,5

9
0

2
,6

0
0

2
,6

3
9

2
,6

4
9

2
,6

9
5

2
,7

0
6

2
,7

5
2

2
,7

6
5

2
,8

1
1

3
1
5

2
,2

8
2

2
,3

1
0

2
,3

3
7

2
,3

6
5

2
,3

9
4

2
,4

2
2

2
,4

5
1

2
,4

8
1

2
,5

1
0

3
0
8

2
9
0

3
0
2

2
8
4

3
0
1

2
8
4

3
0
1

2
8
4

3
0
1

3
1
5

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

(L
)

(M
)

7
6
8

7
7
2

7
7
2

7
9
1

7
9
5

7
9
5

8
1
5

8
1
9

8
1
9

8
1
9

(N
)

(O
)

(P
)

7
6
8

7
7
2

7
7
2

7
9
1

7
9
5

7
9
5

8
1
5

8
1
9

8
1
9

8
1
9

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P

）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
率

(（
L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金
う

ち
未

払
金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）

流
動

負
債

支
出

計
経

常
損

益
(C

)-
(D

)
特

別
利

益
特

別
損

失
特

別
損

益
(F

)-
(G

)

収 益 的 収 支 当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)
繰

越
利

益
剰

余
金

又
は

累
積

欠
損

金
流

動
資

産
う

ち
未

収
金

収 益 的 収 入

材
料

費

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費
基

本
給

退
職

給
付

費
そ

の
他

経
費

動
力

費
修

繕
費

支
払

利
息

補
助

金
他

会
計

補
助

金
そ

の
他

補
助

金
長

期
前

受
金

戻
入

そ
の

他

収
入

計
そ

の
他

そ
の

他
減

価
償

却
費

営
業

外
費

用

R
5

R
6

R
7

R
8

R
2

R
3

R
4

営
業

外
収

益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

営
業

収
益

R
9

R
1
0

R
1
1
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別
紙

２
　

様
式

第
2
号

（
法

適
用

企
業

・
資

本
的

収
支

）
投

資
・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

１
．

２
．

1
,0

5
8

1
,0

7
1

1
,0

8
3

1
,4

6
2

1
,9

5
4

1
,9

8
2

2
,0

1
1

2
,0

4
0

2
,0

6
9

2
,0

9
9

３
．

４
．

５
．

６
．

７
．

８
．

９
．

(A
)

1
,0

5
8

1
,0

7
1

1
,0

8
3

1
,4

6
2

1
,9

5
4

1
,9

8
2

2
,0

1
1

2
,0

4
0

2
,0

6
9

2
,0

9
9

(B
)

(C
)

1
,0

5
8

1
,0

7
1

1
,0

8
3

1
,4

6
2

1
,9

5
4

1
,9

8
2

2
,0

1
1

2
,0

4
0

2
,0

6
9

2
,0

9
9

１
．

２
．

2
,2

5
5

2
,2

8
2

2
,3

1
0

2
,3

3
7

2
,3

6
5

2
,3

9
4

2
,4

2
2

2
,4

5
1

2
,4

8
1

2
,5

1
0

３
．

４
．

５
．

(D
)

2
,2

5
5

2
,2

8
2

2
,3

1
0

2
,3

3
7

2
,3

6
5

2
,3

9
4

2
,4

2
2

2
,4

5
1

2
,4

8
1

2
,5

1
0

(E
)

1
,1

9
7

1
,2

1
1

1
,2

2
7

8
7
5

4
1
1

4
1
2

4
1
1

4
1
1

4
1
2

4
1
1

１
．

1
,1

9
7

1
,2

1
1

1
,2

2
7

8
7
5

4
1
1

4
1
2

4
1
1

4
1
1

4
1
2

4
1
1

２
．

３
．

４
．

(F
)

1
,1

9
7

1
,2

1
1

1
,2

2
7

8
7
5

4
1
1

4
1
2

4
1
1

4
1
1

4
1
2

4
1
1

(G
)

(H
)

2
9
,0

0
6

2
6
,7

2
4

2
4
,4

1
4

2
2
,0

7
7

1
9
,7

1
2

1
7
,3

1
8

1
4
,8

9
6

1
2
,4

4
5

9
,9

6
4

7
,4

5
4

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

5
,6

6
0

5
,3

1
7

5
,4

1
4

2
,7

5
4

2
,5

6
4

2
,2

2
9

2
,4

8
5

2
,1

4
5

2
,4

2
2

2
,6

4
8

2
,4

6
4

2
,4

3
7

3
,1

4
4

9
9
9

5
0
6

4
7
8

4
4
9

4
2
1

3
9
1

3
6
2

3
,1

9
6

2
,8

8
0

2
,2

7
0

1
,7

5
5

2
,0

5
8

1
,7

5
1

2
,0

3
6

1
,7

2
4

2
,0

3
1

2
,2

8
6

1
,0

5
8

1
,0

7
1

1
,0

8
3

1
,4

6
2

1
,9

5
4

1
,9

8
2

2
,0

1
1

2
,0

4
0

2
,0

6
9

2
,0

9
9

1
,0

5
8

1
,0

7
1

1
,0

8
3

1
,0

9
6

1
,1

1
0

1
,1

2
3

1
,1

3
7

1
,1

5
0

1
,1

6
4

1
,1

7
8

3
6
6

8
4
4

8
5
9

8
7
4

8
9
0

9
0
5

9
2
1

6
,7

1
8

6
,3

8
8

6
,4

9
7

4
,2

1
6

4
,5

1
8

4
,2

1
1

4
,4

9
6

4
,1

8
5

4
,4

9
1

4
,7

4
7

R
8

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

R
7

資 本 的 収 支 補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  
  
 　

　
  
  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

資 本 的 収 入

そ
の

他

計

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

計

そ
の

他

R
5

R
6

R
7

他
会

計
負

担
金

R
8

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

R
2

R
3

R
4

R
9

R
1
0

R
1
1

R
9

R
1
0

R
1
1
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